
一
頁

○
総
務
省
告
示
第
四
百
五
十
三
号

端
末
設
備
等
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
一
号
）
第
三
十
四
条
の
八
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
三
年

総
務
省
告
示
第
八
十
七
号
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
端
末
及
び
専
用
通
信
回
線
設
備
等
端
末
の
電
気
的
条

件
等
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
五
日

樽
床

伸
二

総
務
大
臣

第
条

の
６

の
３

若
し

く
は

毎
秒

メ
ガ

チ
ッ

プ
の

無
線

設

別
表
第
五
号
第
１
中
「

4
9

」
を
削
り
、
「

3
.
6
8
6
4

」
を
「

、

」
に
改
め
、
同
第
１
の
４

中
「

4
9

」
を
削
り
、
同
第
１
の
５
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
第

条
の

６
の

３
又

は

(1)

５
位

置
登

録
制

御

無
線

設
備

規
則

第
条

の
６

の
４

の
端

末
設

備
(
1
)

4
9

伝
送

設
備

か
ら

の
位

置
情

報
が

端
末

に
記

憶
さ

れ
て

い
る

も
の

と
一

致
し

な
い

場
合

の
み

位
置

情
報

の
登

、

録
を

要
求

す
る

信
号

を
送

出
す

る
こ

と
た

だ
し

伝
送

設
備

か
ら

指
示

が
あ

っ
た

場
合

又
は

利
用

者
が

当
。

、
、

該
端

末
を

操
作

し
た

場
合

は
こ

の
限

り
で

な
い

、
。

無
線

設
備

規
則

第
条

の
６

の
５

の
端

末
設

備
(
2
)

4
9

伝
送

設
備

か
ら

の
位

置
情

報
が

端
末

に
記

憶
さ

れ
て

い
る

も
の

と
一

致
し

な
い

場
合

の
み

位
置

情
報

の
登

、

録
を

要
求

す
る

信
号

を
送

出
す

る
こ

と
た

だ
し

伝
送

設
備

か
ら

指
示

が
あ

っ
た

場
合

は
こ

の
限

り
で

な
。

、
、



二
頁

い
。

別
表
第
五
号
第
１
の
６

中
「

4
9

」
を
削
り
、
同
第
１
の
８
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
条

の
６

の
３

又
は

(1)

８
端

末
固

有
情

報
の

変
更

を
防

止
す

る
機

能

端
末

固
有

情
報

を
記

憶
す

る
装

置
は

容
易

に
取

り
外

せ
な

い
こ

と
た

だ
し

端
末

固
有

情
報

を
記

憶
す

(
1
)

、
。

、

る
装

置
を

取
り

外
す

機
能

を
有

し
て

い
る

場
合

は
こ

の
限

り
で

な
い

、
。

端
末

固
有

情
報

は
容

易
に

書
き

換
え

が
で

き
な

い
こ

と
(
2
)

、
。

端
末

固
有

情
報

の
う

ち
利

用
者

が
直

接
使

用
す

る
も

の
以

外
の

も
の

に
つ

い
て

は
容

易
に

知
得

が
で

き
な

(
3
)

、

い
こ

と
。

別
表
第
五
号
第
５
中
「

」
を
削
る
。

の
う

ち
送

信
バ

ス
ト

長
が

５
ミ

リ
秒

ー


